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令和元年５月２９日 

保 育 担 当 部 

 

幼児教育無償化の実施に伴う東京都の支援策に対する区の対応について 

 

１ 主旨 

国は、令和元年１０月から、子育て世帯を応援するため、消費税増税分を財源とし、

３～５歳の認可保育所・認定こども園等は無償化、０～２歳児は非課税世帯を対象に

幼児教育の無償化を実施する。 

これを受けて、東京都では、同年１０月から多子世帯に対する新たな支援や既存の

利用支援事業の再編など、無償化に合わせた支援策の拡充を図ることとしている。 

区では、国の無償化及び東京都の制度を踏まえ、認可保育所等及び認可外保育施設

等の保護者負担軽減の制度について区の対応を取りまとめたので報告する。 

 

 ２ 認可保育所等に対する多子世帯支援 

（１）現行の国の多子世帯支援 

国は、年収約 360 万未満の世帯については、保育園の在園の有無に関わらず、子

の順に応じて保育料を軽減する制度を実施している。 

年収約 360 万以上の世帯については、保育園の在園児童の順で、第２子を半額、

第３子以降を無償としている。 

世帯年収 
保育園に在園している子順 保育園在園を問わない子順 

第１子 第２子 第３子 第１子 第２子 第３子 

年収約360万

未満 
全額 半額 無償 

（小学校） 半額 無償 

年収約360万

以上 
（小学校） 

軽減 

なし 
半額 

 

 

 （２）都の多子世帯支援 

国の無償化の対象外とされている住民税課税世帯の０～２歳について、都は、

私立の認可保育所等を対象として、国の多子世帯支援を、年収約 360 万以上の世

帯にまで拡充する新たな支援策を実施することとしている。（財源は都 10/10）。 

世帯年収 
保育園在園を問わない子順 

第１子 第２子 第３子 

年収約 360万未満 （小学校） 半額 無償 

年収約 360万以上 （小学校） 半額 無償 
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（３）区の対応 

   ①私立の認可保育所等 

都が対象とする私立の認可保育所等については、都の多子世帯支援を実施する。 

（都 10/10） 

   ②公立の認可保育所 

公平性を確保する観点から、公立の認可保育所についても私立認可保育所と同様

の支援策を実施する。（区 10/10） 

 

 

 

※私立認可保育所等に対する都の多子世帯支援策は、国基準保育料に対して、都が 10/10を負担する

ことから、区基準保育料との差を公立認可保育所等への支援に充当可能 
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３ 認可外保育施設利用者に対する保育料補助について 

（１）現行の区の補助制度 

現在、区は、東京都が認可外保育施設等の利用者を対象に実施している補助制

度（補助限度額：月額４万円。以下、「利用支援事業」という。）を活用して、下

表のとおり、認可外保育施設等利用者の保育料負担軽減を図っている。 

施設 補助内容 

①認証保育所 世帯の収入に応じて、月額 0円～4万円の補助 

②指導監督基準を満たす認可外保育

施設等（①、③、⑤を除く） 

入園待機となった 0～3歳児に限り、世帯の収入

に応じて、月額 0円～4万円の補助 

③保育室④保育ママ※ 利用料と認可保育所の保育料との差額を補助 

⑤企業主導型保育事業 

国から認可保育所と同等の運営費補助を受けて

おり、保護者は認可保育所並みの保育料で利用

できているため、区補助対象外 

 ※保育ママは、児童福祉法第５９条の２第１項により届出している施設ではないため国の無償化の対象外。 

（２）東京都の拡充内容 

都は、令和元年 10月より国の無償化を踏まえて、以下のとおり補助制度を見直

す。（別表Ⅰ参照） 

① 利用支援事業 

都内の認証保育所の月額平均保育料（３～５歳は 57,000円、０～２歳は 67,000

円）を基準に、下記②の多子世帯支援と合わせた再構築を行う。 

② 多子世帯支援 

認可保育所等と同様、第２子の実質保護者負担額を半額、第３子以降の実質保

護者負担額を無償とする。 

（３）区の対応 

国の無償化制度に加え、東京都の利用支援事業及び多子世帯への支援制度を 

活用し、保育の必要性の認定の有無や世帯の所得等を考慮しながら、区の支援制

度を下記のとおり見直す。（別表Ⅱ－１～２参照） 

①認証保育所 

ア 国の無償化の対象となる３～５歳の世帯（イ）及び０～２歳の非課税世帯（ウ） 

都内の認証保育所の月額平均保育料（３～５歳は 57,000円、０～２歳は 67,000

円）まで無償化を図る。（別表Ⅱ－１参照） 

年齢 現行 改正案 

３～５歳（認定あり） 月額 0円～4万円 月額 57,000円 

０～２歳 

（認定あり、非課税世帯） 
月額 4万円 月額 67,000円 
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イ 国の無償化の対象とならない世帯（別表Ⅱ－２参照） 

ⅰ）３～５歳の保育の必要性の認定を受けていない世帯（エ） 

補助限度額 40,000円を都の利用支援事業の限度額である 20,000円に引き下

げる。なお、経過措置として令和２年度末までの間は、補助限度額を据え置く。 

ⅱ）０～２歳の保育の必要性の認定を受けていない非課税世帯（オ） 

補助限度額 40,000円を都の利用支援事業の限度額である 25,000円に引き下

げる。なお、経過措置として令和２年度末までの間は、補助限度額を据え置く。 

ⅲ）０～２歳の課税世帯（カ）（注） 

現行の都の利用支援事業と同じ水準である月額 40,000 円を上限に補助を行

うとともに、多子世帯支援（第２子 14,000円 第３子 27,000円）を上乗せ補

助する。 

年齢 現行 改正案 

ⅰ）３～５歳（認定なし） 月額 0円～4万円 

本則  ：月額０～2万円 

経過措置：月額０～4万円 

※差額（2万円）は区負担 

ⅱ）０～２歳 

（認定なし、非課税世帯） 
月額 4万円 

本則  ：月額 25,000円 

経過措置：月額 40,000円 

※差額（1.5万円）は区が負担 

ⅲ）０～２歳の課税世帯

（国の無償化対象外） 

 

 

月額 0円～4万円 

①月額 0円～4万円 

②第２子の場合、上記①に 14,000

円を上乗せ 

③第３子以降の場合、上記①に

27,000円を上乗せ 
（注）これまで認証保育所利用者への区の補助は、その利用者の多くは保育が必要な

ため認証保育所を利用しているという実態に鑑み、改めて保育の必要性の有無の

確認を不要としてきた。 

一方で、保育料の無償化には保育の必要性があると認定される事が必要なこと

から、利用者には認定を受けてもらうよう求めるとともに、認証保育所を利用す

る世帯の状況等を把握し、令和３年４月を目途に補助制度の見直しを図る。 

 

②指導監督基準を満たす認可外保育施設等（別表Ⅱ－３参照） 

ア 国の無償化の対象となる３～５歳の世帯（キ）及び０～２歳の非課税世帯（ク） 

  上記①認証保育所アと同内容 

イ 国の無償化の対象とならない０～２歳の待機児童となっている課税世帯（ケ） 

  上記認証保育所イⅲ）と同内容 
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③保育室 

現行同様、利用料と認可保育所の保育料との差額を補助する。財源は、国の無

償化及び都の利用支援事業及び多子世帯支援を活用する。 

④保育ママ 

  現行同様、利用料と認可保育所の保育料との差額を補助する。 

（多子世帯支援相当分も含め 区 10/10） 

⑤企業主導型保育事業 

国の無償化の対象となる世帯は、保育料相当分を施設では徴収しない。同世帯に

対し、認可保育所等と同様、都の多子世帯支援を実施する。 

 
※実線部分を実施する。点線部分は実施しない 
【負担割合】都（多）・・・都１０／１０ 

 

（４）所要経費（１年分） 

    歳出 １，５４４，０２８千円（国制度９４９，６６８ 都制度５９４，３６０） 

    歳入 １，１６８，１６０千円（国制度７１２，２５０ 都制度４５５，９１０） 

     うち国 ４７４，８３４千円 

       都 ６９３，３２６千円 

    一般財源 ３７５，８６８千円（国制度２３７，４１８ 都制度１３８，４５０） 

    

（５）実施時期 

   令和元年１０月１日 

 

 

 

 

 

現行

0～5歳

国
(無償化)
現物支給

無償化後
(認定無し)

3～5歳 0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

無償化後
(認定有り)

無償化後
(認定無し)

無償化後
(認定有り)

無償化後
(認定無し)

無償化後
(認定有り)

約37,000
3歳 31,100
4歳以上 27,600

都
(利)

20,000

都
(多)

25,000都(多)
13,000

都
(多)

25,000

都
(多)

25,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000都(多)

10,000

都
(利)

25,000

都
(多)

25,000

都
(利)

25,000

都(多)
13,000

約62,000

約52,000

都(利)
12,000

都
(利)

40,000

都
(利)

40,000

補助
無し

都(多)
13,000

都(利)
12,000

都(多)
13,000

都(多)
10,000

都
(利)

20,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

国
(無償化)
現物支給

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降

第

1

子

第

2

子

第

3

子
以
降



 



（別表Ⅰ）

東京都の利用者支援等拡充内容

現状

東京都 国 合計

利用支援事業 ①利用支援事業 ②多子世帯支援 ③無償化 ①+②+③

(無償化に伴う再構築) (新たな支援)

都1/2 区1/2 都1/2 区1/2 都10/10 国1/2 都1/4 区1/4 ‐

第1子 ‐ 4万円/児・月

第2子 1.4万円/児・月 5.4万円/児・月

第3子以降 2.7万円/児・月 6.7万円/児・月

第1子 2.5万円/児・月 ‐

第2子 1.2万円/児・月 1.3万円/児・月

第3子以降 ‐ 2.5万円/児・月

第1子 2万円/児・月 ‐

第2子 1万円/児・月 1万円/児・月

第3子以降 ‐ 2万円/児・月

令和元年10月以降

東京都

負担割合

補
助
基
準
額

0
～

2
歳
児

課税世帯

4万円/児・月

4万円/児・月 ‐

非課税世帯 4.2万円/児・月 6.7万円/児・月

3～5歳児 3.7万円/児・月 5.7万円/児・月
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（別表Ⅱー１）

（ア） (イ） （ウ）

現行

0～5歳

【負担割合】

67,000

都
(利)
25,000

都(利)
12,000 都

(多)
25,000

57,000

都
(利)
20,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

国
(無償化)
37,000

都(多)
10,000

国
(無償化)
42,000

都(多)
13,000

無償化後 無償化後

認証保育所(無償化の対象者)

国・・・国１／２、都１／４、区１／４
都（利用支援事業）・・・都１／２、区１／２
都（多子世帯支援）・・・都１０／１０

3～5歳 0～2歳(非課税世帯)

40,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

無償化の対象者

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以
降
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（別表Ⅱ－２）

現行

0～5歳

【負担割合】

認証保育所(無償化の対象者以外)

(ア) (オ) (カ)

40,000

54,000

67,000

(エ)

都(多)
13,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)都

(利)
25,000

都(利)
12,000 都

(多)
25,000

区
15,000

区
15,000

区
15,000

区
0～20,000
(所得判定)

都（利）
0～
20,000

（所得判定）

都（利）

0～10,000
（所得判定）

都
(多)
20,000都(多)

10,000

無償化の対象者以外

区・・・区１０／１０

無償化後

3～5歳

都(多)
27,000

都(多)
14,000

国・・・国１／２、都１／４、区１／４
都（利用支援事業）・・・都１／２、区１／２
都（多子世帯支援）・・・都１０／１０

無償化後 無償化後

0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

区
0～20,000
(所得判定)

区
0～20,000
(所得判定)

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以
降

 

第

1

子

 

第

2

子

 

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以
降

 

第

3

子
以
降

 

区上乗せ部分は 

令和２年度まで 
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（別表Ⅱー３）

（ア） (キ） （ク） （ケ）

現行

0～3歳

【負担割合】

67,000

都
(利)
25,000

都(利)
12,000 都

(多)
25,000

都(多)
14,000都(多)

10,00040,000

国
(無償化)
42,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

都(多)
27,000都(多)

13,000

57,000
54,000

都
(利)
20,000

都(利)
10,000 都

(多)
20,000

国
(無償化)
37,000

都
(利)

0～40,000
(所得判定)

無償化後 無償化後 無償化後

指導監督基準を満たす認可外保育施設等

無償化の対象者 無償化の対象者以外

国・・・国１／２、都１／４、区１／４
都（利用支援事業）・・・都１／２、区１／２
都（多子世帯支援）・・・都１０／１０

3～5歳(無償化の対象) 0～2歳(非課税世帯) 0～2歳(課税世帯)

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以
降

 

第

1

子

 

第

2

子

 

第

3

子
以
降
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